
京 都 大 学 に お け る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 

（総括保護管理者） 

第３条 本学に、保有個人情報の適正な管理を行うた

め、総括保護管理者を置き、法務・コンプライアン

ス担当の副学長をもって充てる。 

２ 総括保護管理者は、本学における保有個人情報の

管理に関する事務を総括する。 

 （中 略） 

第２章の２ 教育研修 

第６条の３ （略） 

２ 最高情報セキュリティ責任者（セキュリティ対策

規程第４条に定めるものをいう。）は、保有個人情

報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に

従事する職員等に対し、保有個人情報の適切な管理

のために必要な情報システムの管理、運用及びセキ

ュリティ対策に関する教育研修を行うものとする。 

 

３ （略） 

 （中 略） 

 （利用及び提供の制限） 

第１３条 職員等は、法令に基づく場合を除き、利用

目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用

し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、職員等は、次の各号の

いずれかに該当し、かつ、当該保有個人情報を利用

目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供する

ことによって、本人又は第三者の権利利益を不当に

侵害するおそれがないと認められるときは、利用目

的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、

又は提供することができる。 

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供する 

とき。 

 (2) 

 (3)  （略） 

 (4) 

（中 略） 

（開示請求書の補正） 

第２１条 前条により提出された開示請求書に形式

上の不備があると認めるときは、開示窓口（診療情

報開示窓口を含む。第２３条を除き、以下同じ。）

において、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、

その補正を求めることができる。この場合におい

て、開示請求者に対し、必要に応じて補正の参考と

なる情報を提供するものとする。 

（中 略） 

（手数料） 

第３１条 開示請求者は、第２０条の規定による請求

 

（総括保護管理者） 

第３条 本学に、保有個人情報の適正な管理を行うた

め、総括保護管理者を置き、総務担当の理事をもっ

て充てる。 

２ （同 左） 

 

 

第２章の２ 教育研修 

第６条の３ （同 左） 

２ 最高情報セキュリティ責任者（セキュリティ対策

規程第４条第１項に定めるものをいう。）は、保有

個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する

事務に従事する職員等に対し、保有個人情報の適切

な管理のために必要な情報システムの管理、運用及

びセキュリティ対策に関する教育研修を行うもの

とする。 

３ （同 左） 

 

 （利用及び提供の制限） 

第１３条 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供すると

き。 

 (2) 

 (3)  （同 左） 

 (4) 

 

（開示請求書の補正） 

第２１条 前条第１項により提出された開示請求書

に形式上の不備があると認めるときは、開示窓口

（診療情報開示窓口を含む。第２３条を除き、以下

同じ。）において、開示請求者に対し、相当の期間

を定めて、その補正を求めることができる。この場

合において、開示請求者に対し、必要に応じて補正

の参考となる情報を提供するものとする。 

 

（手数料） 

第３１条 開示請求者は、第２０条の規定による請求

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 

を行う際に、併せて手数料を開示窓口において現金

で納付しなければならない。 

２ 手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報が記

録されている法人文書１件につき、３００円とす

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、診療情報開示窓口に

おける開示請求に係る手数料の納付方法について

は病院の保護管理者の、手数料の額については京都

大学医学部附属病院諸料金規程（昭和４０年達示第

２号）の定めるところによる。 

４ 保有個人情報の開示を受ける者で保有個人情報

の写しの送付を希望するときは、前条の規定による

申出を行う際に、併せて郵送料を郵便切手で納付し

なければならない。 

（中 略） 

（手数料） 

第４６条の１０ 法第４４条の９（法第４４条の１２

第２項において準用する場合を含む。次条において

同じ。）の規定により本学と国立大学法人京都大学

非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者

は、本学の定めるところにより、２１，０００円に

次に掲げる額の合計額を加算した額の手数料を納

めなければならない。 

(1) 法第４４条の８第１項において準用する独立

行政法人等情報公開法第１４条第１項又は第２

項の規定により意見書の提出の機会を与える第

三者一人につき２１０円（当該機会を与える場合

に限る。） 

(2) 国立大学法人京都大学非識別加工情報の作成

に要する時間１時間までごとに３，９５０円 

(3) 国立大学法人京都大学非識別加工情報の作成

の委託を受けた者に対して支払う額（当該委託を

する場合に限る。） 

２ 前条の規定により本学と国立大学法人京都大学

非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者

は、本学の定めるところにより、次に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納め

なければならない。 

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第４４条の９の

規定により本学と当該国立大学法人京都大学非

識別加工情報の利用に関する契約を締結する者

が前項の規定により納付しなければならない手

数料の額と同一の額 

(2) 法第４４条の９（法第４４条の１２第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により本学と

当該国立大学法人京都大学非識別加工情報の利

用に関する契約を締結した者 １２，６００円 

 （中 略） 

を行うに当たっては、総長が別に定める方法により

手数料を納付しなければならない。 

２  

 

 

３   

 

 

 

 

４  

 

 

 

 

（手数料） 

第４６条の１０ 法第４４条の９（法第４４条の１２

第２項において準用する場合を含む。次条において

同じ。）の規定により本学と国立大学法人京都大学

非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者

は、総長の定めるところにより、２１，０００円に

次に掲げる額の合計額を加算した額の手数料を納

めなければならない。 

(1)  

 

 

 

    

(2)  

 

(3)  

 

 

２ 前条の規定により本学と国立大学法人京都大学

非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者

は、総長の定めるところにより、次に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納め

なければならない。 

(1)  

 

 

 

 

(2)  

 

 

 

 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 

（関係省庁との連携） 

第４７条の２ 本学は、保有個人情報の適切な管理に

あたって、個人情報の保護に関する基本方針（平成

１６年４月２日閣議決定）を踏まえ、関係省庁と緊

密に連携して行うものとする。 

 

 

 

 

 

 （後 略） 

 

 

（関係省庁との連携） 

第４７条の２ （同 左） 

 

 

 

 （法務・コンプライアンス担当の副学長の協力） 

第４７条の３ 総括保護管理者は、本学における個人

情報の保護に関し必要があると認めるときは、法

務・コンプライアンス担当の副学長に対して協力を

求めることができる。 

 

   附 則 

 この規程は、平成３０年６月１日から施行する。 

 

 


